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SNS等で勧誘し、お金の貸し借りを行う

「個人間融資」は、たとえ個人が行う場合であっても、

貸金業法の規定に抵触する場合があります。

貸す側も、借りる側も

犯罪手口の情報や被害に関する相談窓口
金融庁
金融サービス利用者相談室
受付時間：平日１０：００～１７：００
■０５７０－０１６８１１
０３－５２５１－６８１１（IP電話からの場合）

消費生活センター等の消費生活相談窓口
■１８８（消費者ホットライン）

警察
■＃９１１０ （各都道府県警察相談ダイヤル）

日本貸金業協会
貸金業相談・紛争解決センター
■０５７０－０５１０５１
０３－５７３９－３８６１（IP電話からの場合）

 個人であっても反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行うことは、
貸金業法上の「貸金業」に該当します。

※ 貸金業を営む場合は、国又は都道府県の登録を受ける必要があります。

 不特定多数が閲覧可能なSNS等で「お金貸します」、「融資します」などと
書き込んで、契約の締結を勧めることは、貸金業法で規制されている「貸
金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をすること」
に該当するおそれがあります。

・ 個人を装ったヤミ金融業者により違法な高金利での貸付けが行われる
・ 個人情報が悪用されるなどして、犯罪被害やトラブルに巻き込まれる

などの危険性があります。

貸金業法の規定

＃個人間融資に
要注意！

⇒ これらの貸金業の無登録営業、無登録業者の勧誘は、罰則の対象です。

個人間融資を利用しようと思っている方へ

ヤミ金融業者による個人間融資は利用しないようにしましょう

貸金業の無登録営業：10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金
無登録業者による勧誘：2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
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特徴２ 給料日等に商品代金を支払うことになり、その商品代金と先に
受け取った金銭との差額が高額。

（※１）商品の価値と販売価格が必ずしも見合っておらず、顧客も商品を購入することを目的としていない。また、契約に当たっては、

業者において利用者の収入等による審査が行われることが多い。

（※２）キャッシュバック・レビュー報酬名目や提携した買取業者が当該商品を買い取ることにより金銭が支払われることが多い。

形式的に商品の売買等であっても、その経済的な実態が貸付けであり、業として行う場合に
は、貸金業に該当するおそれ（※）があります。（※）個別具体的な実態を踏まえて判断する必要があります。

貸金業登録を受けずに貸金業を営む者は、違法なヤミ金融業者（罰則の対象）です。

①申込み

②キャッシュバック名目など金銭の支払
商品の提供

③商品代金の後払い

▶ その後の高額な支払によりかえって経済的生活が悪化

し、多重債務に陥る危険性があります。

▶取引で提供した個人情報が悪用されたり、ネット上で

さらされるなど、トラブルや犯罪被害に巻き込まれる

危険性もあります。

などの甘い言葉にご注意ください！

事例

特徴１ 形式的には後払いによる商品売買（※１）だが、商品代金の支払

に先立ち、商品の購入者が金銭を受け取る（※２）。

いわゆる後払い(ツケ払い)現金化に要注意！

SNS拡散で商品宣伝協力金レビュー投稿で現金報酬GET

「今すぐ現金」「手軽に現金」にご注意

即日現金化 ツケ払い商品売却で即日キャッシュバック

金融ブラック
ＯＫ

借金では
ありません
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ご連絡・お問合せ先

金融庁
金融サービス利用者相談室 受付時間：平日１０：００～１７：００

■０５７０-０１６８１１

０３-５２５１-６８１１（IP電話からの場合）

日本貸金業協会
貸金業相談・紛争解決センター

受付時間：９：00～17：00

（土・日・祝休日・12/29～1/4を除く）

■０５７０-０５１０５１

０３-５７３９-３８６１（IP電話からの場合）

警察
■＃９１１０

（各都道府県警察相談ダイヤル）

怪しい業者に関する相談窓口

地方公共団体の消費生活相談窓口

財務局の相談窓口

消費者ホットライン
■１８８

■北海道財務局 ０１１-８０７-５１４５

■東北財務局 ０２２-７２１-７０７８

■関東財務局 ０４８-６００-１１５１

■北陸財務局 ０７６-２２０-６７２１

■東海財務局 ０５２-９５１-９６２０

■近畿財務局 ０６-６９４９-６２５９

■中国財務局 ０８２-２２１-１５５２

■四国財務局 ０８７-８１１-７８０１

■九州財務局 ０９６-２０６-９７６３

■福岡財務支局 ０９２-４１１-７２９７

■沖縄総合事務局 ０９８-８６６-００９５
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特徴２ 違約金（キャンセル料）名目の金銭が高額。

（※１）ネット上の商品（スマホ、ゲーム機等）の画像など、利用者の手元にない商品を対象とすることが

多い。また、業者側から商品画像が提供されることもある。

（※２）業者は実際に商品を買い取るつもりはないため、対象の商品の価値に関心はなく、契約に当たって

は、主として利用者の収入等による審査が行われる。

特徴１ 商品売買（※１）を装っているが、契約の解除（キャンセル）を
前提としている。（※２）

実際に商品の
発送をしなくても

即日現金

高額な違約金（キャンセル料）を支払う前提で、
商品買取業者からお金を受け取っていませんか？
そのお金、ヤミ金融からの借金かもしれません！

商品売買を装っていても、その経済的な実態が貸付けであり、業として
行う場合には、貸金業に該当するおそれ（※）があります。
（※）個別具体的な実態を踏まえて判断する必要があります。

貸金業登録を受けずに貸金業を営む者は、違法なヤミ金融業者（罰則の
対象）です。（10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金またはその併科(貸金業法第47条第２号)）

①商品画像を送って商品の買取依頼
（実際に商品は売買されない前提）

②商品の先払い代金として金銭の支払い
（違約金名目の金銭の支払時期・金額の案内）

③商品発送期限到来後、金銭（買取り代金）
の返還＋違約金（キャンセル料）名目の金銭
の支払い

商品の買取りをうたって高額な違約金を
請求する悪質な業者にご注意ください！

いわゆる「先払い買取」現金化に要注意！

利用者 悪質な業者

▶ 後々の高額な違約金（キャンセル料）名目の金銭の支払いにより

かえって生活が悪化し、多重債務に陥る危険性があります。

▶ 取引で提供した個人情報が悪用されたり、ネット上でさらされるなど、

トラブルや犯罪に巻き込まれる危険性があります。
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ご連絡・お問合せ先

金融庁
金融サービス利用者相談室 受付時間：平日１０：００～１７：００

■０５７０-０１６８１１

０３-５２５１-６８１１（IP電話からの場合）

日本貸金業協会
貸金業相談・紛争解決センター

受付時間：９：00～17：00

（土・日・祝休日・12/29～1/4を除く）

■０５７０-０５１０５１

０３-５７３９-３８６１（IP電話からの場合）

警察
■＃９１１０

（各都道府県警察相談ダイヤル）

怪しい業者に関する相談窓口

消費生活相談窓口

財務局の相談窓口

消費者ホットライン
■１８８（いやや！）（全国共通電話）

※最寄りの消費生活相談窓口へご案内します

■北海道財務局 ０１１-８０７-５１４５

■東北財務局 ０２２-７２１-７０７８

■関東財務局 ０４８-６００-１１５１

■北陸財務局 ０７６-２２０-６７２１

■東海財務局 ０５２-９５１-９６２０

■近畿財務局 ０６-６９４９-６２５９

■中国財務局 ０８２-２２１-１５５２

■四国財務局 ０８７-８１１-７８０１

■九州財務局 ０９６-２０６-９７６３

■福岡財務支局 ０９２-４１１-７２９７

■沖縄総合事務局 ０９８-８６６-００９５

作成日：令和４年３月
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